
 

 

平
へ い

成
せ い

２９年
ねん

度
ど

 

 

 

 

 

人
じ ん

権
け ん

に関
か ん

する市
し

民
み ん

意
い

識
し き

調
ち ょ う

査
さ

 

 

 

 

 

阿賀野市
あ が の し

 

 

 

 



 

 

～ ご記入
きにゅう

にあたってのお願
ねが

い ～ 

 

 １ この調査票
ちょうさひょう

は、あて名
な

のご本人
ほんにん

が、ご自身
じ し ん

の 考
かんが

えでご記入ください。 

 ２ 回答
かいとう

は、あなたのありのままの気持
き も

ち、お考えにあてはまる番号
ばんごう

を○で囲
かこ

んでく

ださい。回答数
すう

は設問
せつもん

によって違
ちが

いますのでご注意
ちゅうい

ください。 

 ３ 回答の中
なか

で「その他
た

」を選
えら

んだ場合
ば あ い

は、（    ）内
ない

へ具体的
ぐ た い て き

にご記入ください。 

 ４ 回答はこの調査票に直接
ちょくせつ

、鉛筆
えんぴつ

又
また

はボールペン等
と う

でご記入ください。訂
てい

正
せい

は、消
け

しゴムで消すか、二重
にじゅう

線
せん

を引
ひ

いて書
か

き直
なお

してください。 

 ５ ご記入いただいた調査票は、５月３１日（水）までに同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入
い

れて

郵便
ゆうびん

ポストに投
と う

かんしてください。（切手
き っ て

は不要
ふ よ う

です。） 

 ６ この調査について、ご不明
ふ め い

な点
てん

は下記
か き

へお問
と

い合
あ

わせください。 

   阿賀野市
あ が の し

役所
やくしょ

 民生部
みんせいぶ

 市民
し み ん

生活課
せいかつか

 相談係
そうだんかかり

 

   電話
で ん わ

：６２－２５１０  FAX：６２－７４４４ 

                             
阿賀野市
あ が の し

イメージキャラクター「ごずっちょ」 
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■ はじめに、あなたご自身
じ し ん

について教
お し

えてください。あてはまる番号
ば ん ご う

に○を

つけてください。 

 

【問１】 あなたは、どの地区
ち く

にお住
す

まいですか。 

１ 安
やす

田
だ

地区 ２ 京
きょう

ヶ
が

瀬
せ

地区 ３ 水原
すいばら

地区 ４ 笹神
ささかみ

地区 

 

 

 

【問２】 あなたの性
せい

別
べつ

をお書
か

きください。 

（       ） 

 

 

 

【問３】 あなたの年齢
ねんれい

について、教えてください。（ ４月 １日現在）  

１ １８歳
さい

 ～ １９歳
さい

 ２ ２０歳 ～ ２９歳 ３ ３０歳 ～ ３９歳 

４ ４０歳 ～ ４９歳 ５ ５０歳 ～ ５９歳 ６ ６０ 歳～ ６９歳 

７ ７０歳以上  
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１ 人権
じんけん

全般
ぜんぱん

について 

 

【問４】 阿賀野市
あ が の し

は、すべての市民
し み ん

の人権が尊重
そんちょう

されていると思
おも

いますか。 

（〇は１つだけ） 

１ 尊重されている ２ だいたい尊重されている 

３ あまり尊重されていない ４ 尊重されていない 

 

【問５】 あなたは、人権や差別
さ べ つ

問題
もんだい

にどの程
てい

度
ど

関
かん

心
しん

を持
も

っていますか。  

（〇は１つだけ） 

１ かなり関心がある ２ 少
すこ

し関心がある 

３ あまり関心が無
な

い ４ まったく関心が無い 

 

【問６】  【問５】で「１～３」と答
こた

えた方
かた

にお聞
き

きします。人権に関
かか

わる次
つぎ

の問題のうち、

関心があるものすべてを選
えら

んでください。（あてはまるものすべてに〇） 

１ 女性
じょせい

の人権 ２ 子
こ

どもの人権（いじめ・虐待
ぎゃくたい

等
と う

） 

３ 高齢者
こうれいしゃ

の人権 ４ 障
しょう

がいのある方の人権 

５ 部
ぶ

落
ら く

差
さ

別
べつ

（ 注
ちゅう

１）に関
かん

する人権 ６ 在日
ざいにち

外
がい

国籍
こくせき

住 民
じゅうみん

の人権 

７ インターネットによる人権侵害
しんがい

 ８ 新潟
にいがた

水俣病
みなまたびょう

患者
かんじゃ

やその家族
か ぞ く

の人権 

９ 犯
はん

罪
ざい

被
ひ

害
がい

者
しゃ

やその家族の人権 １０ 刑
けい

を終
お

えて出
しゅっ

所
しょ

した人
ひと

やその家族の 

人権 

１１ 北朝鮮
きたちょうせん

による拉致
ら ち

被害者
ひがいしゃ

やその家 

族の人権 

１２ 
 東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

に起
き

因
いん

する差別や偏見
へんけん

 

等
と う

の人権侵害 

１３ 性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

（注２） の人権 １４ ハンセン病
びょう

患者
かんじゃ

等
と う

の人権 

１５ ＨＩⅤ感
かん

染
せん

者
しゃ

やエイズ患者の人権 １６  アイヌの人
ひと

たちの人権 

１７ 
その他

た

  

 （                                ） 
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（注１）被
ひ

差
さ

別
べつ

部
ぶ

落
ら く

や同和
ど う わ

地区
ち く

などと呼
よ

ばれる特定
とくてい

の地
ち

域
いき

の出身
しゅっしん

であることや、そこに住
す

んでい 

ることを理
り

由
ゆう

に、結婚
けっこん

を 妨
さまた

げられたり就 職
しゅうしょく

できなかったり、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で様々
さまざま

な差
さ

別
べつ

を受
う

けることをいいます。 

（注２）一般的
いっぱんてき

には、同性愛者
どうせいあいしゃ

、両性愛者
りょうせいあいしゃ

、性
せい

同一性
どういつせい

障害
しょうがい

の人
ひと

の人権問題です。 

 

 

【問７】 あなたは、これまでに自
じ

分
ぶん

の人権
じんけん

が侵
おか

されたと思
おも

ったことがありますか。 

（〇は１つだけ） 

１ ある ２ ない     

 

【問８】 【問７】で「１ある」と答
こた

えた方
かた

にお聞
き

きします。あなたが受
う

けた人権侵害
しんがい

は次
つぎ

のどのようなことでしたか。（あてはまるものすべてに〇） 

１ うわさ、悪口
わるぐち

、かげ口
ぐち

を言
い

われた ２ 職
しょく

場
ば

で不
ふ

当
と う

な待遇
たいぐう

を受
う

けた 

３ 名
めい

誉
よ

や信用
しんよう

を傷
きず

つけられたり、恥
はじ

 

をかかされた 

４ 仲
なか

間
ま

はずしや嫌
いや

がらせをされた 

５ 性別
せいべつ

・社会的
しゃかいてき

身分
みぶん

などを理
り

由
ゆう

に差 

別を受けた 

６ プライバシーを侵害された 

７ セクシャル・ハラスメント（ 注
ちゅう

１）

を受けた 

８ 
パワー・ハラスメント（注２）を受け 

た 

９ 
ドメスティク・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）（注３）を受けた 
１０ ストーカー行為

こ う い

（注４）を受けた 

１１ なんとなく感
かん

じた １２ その他
た

 

（              ） 

（注１） 性的
せいてき

な言動
げんどう

による嫌がらせ行為をいいます。 

（注２） 同
おな

じ職
しょく

場
ば

で 働
はたら

く人
ひと

に対
たい

し、職
しょく

務
む

上
じょう

の地位
ち い

など職場内
ない

の優
ゆう

位
い

性
せい

を背景
はいけい

に人格
じんかく

を傷つけ

たり、働く環境
かんきょう

を悪化
あ っ か

させたりする行為をいいます。 

（注３） 配偶者
はいぐうしゃ

や恋人
こいびと

など親密
しんみつ

な関係
かんけい

にある者
もの

からの身
しん

体
たい

的
てき

、精神的
せいしんてき

、性
せい

的
てき

又
また

は経済的
けいざいてき

な暴力
ぼうりょく

を受けることをいいます。 

（注４） 同一
どういつ

の者
もの

に対し
た い し

、「つきまとい等
と う

」を繰
く

り返
かえ

しておこなうことをいいます。 



4 
 

【問９】  あなたの人権
じんけん

が侵害
しんがい

されたときには、誰
だれ

に相談
そうだん

しますか。 

（あてはまるものすべてに〇） 

１ 身
み

近
じか

な人
ひと

（家族
か ぞ く

、親
しん

せき） ２ 友人
ゆうじん

、同僚
どうりょう

、上
じょう

司
し

 

３ 弁
べん

護
ご

士
し

 ４ 市
し

役
やく

所
しょ

     

５ 県
けん

 ６ 警察
けいさつ

 

７ 法
ほう

務
む

局
きょく

 ８ 教
きょう

育
いく

関
かん

係
けい

者
しゃ

  

９ 人
じん

権
けん

擁
よう

護
ご

委
い

員
いん

 １０ 人権
じんけん

・同
どう

和
わ

センター 

１１ 民
みん

生
せい

委
い

員
いん

・児
じ

童
どう

委
い

員
いん

 １２ 誰にも相談しない 

１３ その他
た

  

    （                                    ） 

          

 

２ 女
じ ょ

性
せい

の人
じ ん

権
けん

に関
かん

する問
もん

題
だい

について 

 

【問１０】 女性の人権について尊重
そんちょう

されていないと思
おも

うことを次
つぎ

の中
なか

から選
えら

んでくださ 

い。（〇は３つまで） 

１ 
ドメスティク・バイオレンス（ＤＶ） 

を受
う

ける 
２ 

職
しょく

場
ば

などでセクシャル・ハラスメン 

トを受ける 

３ 
「主人
しゅじん

」「奥様
おくさま

」のような男性
だんせい

を主
しゅ

、 

女性を従
じゅう

とする表現
ひょうげん

 

４ 男性優
ゆう

位
い

の意
い

識
しき

が高
たか

い 

５ 職場における待遇
たいぐう

の違
ちが

い ６ 
結婚
けっこん

や出
しゅっ

産
さん

における周
しゅう

囲
い

からの圧
あつ

 

力
りょく

 

７ 
男女
だんじょ

の固
こ

定
てい

的
てき

な役
やく

割
わり

分
ぶん

担
たん

意
い

識
しき

（ 男
おとこ

 

は仕
し

事
ごと

、 女
おんな

は家
か

庭
てい

等
と う

）の押
お

しつけ 

８ 
女性のヌード写真

しゃしん

や映像
えいぞう

など性
せい

の 

商
しょう

品
ひん

化
か

 

９ その他
た

 

       （                              ） 
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【問１１】 女性
じょせい

の人権
じんけん

を守
まも

るために必要
ひつよう

と思
おも

われることを次
つぎ

の中
なか

から選
えら

んでください。 

（〇は３つまで）  

１ 行政
ぎょうせい

による啓
けい

発
はつ

事
じ

業
ぎょう

を充
じゅう

実
じつ

する ２ 

企
き

業
ぎょう

や事
じ

業
ぎょう

所
しょ

などで女性の人権に

ついての研修
けんしゅう

を実
じっ

施
し

する 

３ 
男
だん

女
じょ

平
びょう

等
どう

に関
かん

する学
がっ

校
こう

教
きょう

育
いく

や社
しゃ

 

会
かい

教
きょう

育
いく

を充実する 

４ 
男
だん

女
じょ

とも 働
はたら

きながら家
か

事
じ

、育
いく

児
じ

、介
かい

 

護
ご

などを両立
りょうりつ

できる環境
かんきょう

をつくる 

５ 

女性の人権を守るための相談
そうだん

・支
し

 

援
えん

体制
たいせい

を充実する 

６ 職場で男女を均等
きんとう

に処遇
しょぐう

する 

７ 

女性に対
たい

する犯
はん

罪
ざい

（ＤＶ、ストー 

カー、性
せい

犯罪
はんざい

）の防
ぼう

止
し

 
８ 

その他
た

 

 

（              ） 

 

３ 子
こ

どもの人権
じんけん

に関
かん

する問
もん

題
だい

について 

 

【問１２】  子どもの人権について尊
そん

重
ちょう

されていないと思うことを次の中から選んでく 

ださい。（〇は３つまで） 

１ 
保
ほ

護
ご

者
しゃ

・同
どう

居
きょ

者
しゃ

が体罰
たいばつ

を与
あた

えたり、 

精
せい

神
しん

的
てき

に虐待
ぎゃくたい

する 

２ 仲
なか

間
ま

はずしなど子ども同
どう

士
し

のいじ 

め 

３ 
いじめをしている人

ひと

やいじめられ 

ている人を見
み

て見ぬふりをする 

４ 
進学
しんがく

や就 職
しゅうしょく

等
と う

の選択
せんたく

に親
おや

が子ども 

の意
い

見
けん

を無視
む し

する 

５ 教
きょう

師
し

や指
し

導
どう

者
しゃ

による子どもへの体 

罰 

６ 
児
じ

童
どう

買
かい

春
しゅん

・児童ポルノなどの性的
せいてき

 

犯罪
はんざい

 

７ 携
けい

帯
たい

電
でん

話
わ

やインターネットを利
り

用
よう

 

した犯罪 

８ 
経済的
けいざいてき

な理
り

由
ゆう

により学習
がくしゅう

環境
かんきょう

、生
せい

 

活
かつ

環境
かんきょう

が 整
ととの

わない 

９ 
その他

た

   

（                              ） 
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【問１３】 子
こ

どもの人権
じんけん

を守
まも

るために必
ひつ

要
よう

と思
おも

われることを次
つぎ

の中
なか

から選
えら

んでくださ 

い。（〇は３つまで）   

１ 
家
か

庭内
ていない

に良好
りょうこう

な人間
にんげん

関係
かんけい

を築
きず

き、 

互
たが

いの人権意
い

識
しき

を高
たか

める 

２ 体罰
たいばつ

・虐待
ぎゃくたい

の禁
き

止
し

を徹
てっ

底
てい

する 

３ 校則
こうそく

や規則
き そ く

の策定
さくてい

に子どもを参
さん

加
か

 

させる 

４ 
子どもの人権に関

かん

する教
きょう

育
いく

・広
こう

報
ほう

・ 

啓発
けいはつ

を充実
じゅうじつ

する 

５ 学
がく

力
りょく

偏
へん

重
ちょう

の 考
かんが

え方
かた

を 改
あらた

める ６ 
教
きょう

師
し

や指
し

導
どう

者
しゃ

の人
にん

間
げん

性
せい

や資
し

質
しつ

の向
こう

 

上
じょう

を図
はか

る 

７ 進
しん

路
ろ

等
と う

で子どもの意
い

思
し

を尊
そん

重
ちょう

する ８ 
子どもの個性

こ せ い

を尊重する社
しゃ

会
かい

、地
ち

域
いき

 

づくりを進
すす

める 

９ 人
ひと

や動
どう

物
ぶつ

への思
おも

いやりの 心
こころ

を育
はぐく

む １０ 地
ち

域
いき

の人たちが子どもに関
かん

心
しん

を持
も

 

つ 

１１ 
子どもの人権

じんけん

相談
そうだん

・電
でん

話
わ

相
そう

談
だん

を充
じゅう

 

実
じつ

する 

１２ 
携帯
けいたい

電話やインターネットのフィ 

ルタリング（ 注
ちゅう

１）を活用
かつよう

する 

１３ その他
た

   

       （                              ） 

（注１） インターネット上
じょう

にある性的
せいてき

あるいは反社会的
はんしゃかいてき

な情報
じょうほう

を含
ふく

んだサイトやサービスを 

一
いっ

定
てい

の基
き

準
じゅん

に基
もと

づいて選
せん

別
べつ

し、携帯電話やインターネットで閲覧
えつらん

できないようにす 

ることをいいます。 

 

【問１４】 あなたは、いじめ問題
もんだい

についてどのように思
おも

いますか。 

（〇は１つだけ） 

１ いじめる児
じ

童
どう

・生
せい

徒
と

が悪
わる

い ２ 

いじめる児童・生徒が悪いが、い 

じめられる側
がわ

にも原因
げんいん

がある 

３ いじめられる児童・生徒が悪い  ４ 

その他  

 

（             ） 
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４ 高
こ う

齢
れい

者
し ゃ

の人
じ ん

権
けん

に関
かん

する問
もん

題
だい

について 

 

【問１５】  高齢者の人権について尊重
そんちょう

されていないと思
おも

うことを次
つぎ

の中
なか

から選
えら

んでくだ 

さい。（〇は３つまで） 

１ 働
はたら

ける能
のう

力
りょく

を発
はっ

揮
き

する機
き

会
かい

がな 

い 

２ 
悪徳
あくと く

商法
しょうほう

や特殊
と くしゅ

詐欺
さ ぎ

（ 注
ちゅう

１）による 

被
ひ

害
がい

が多
おお

い 

３ 
高齢者の暮

く

らしやすいまちづくり 

が進
すす

んでいない 

４  地
ち

域
いき

で支
ささ

え合
あ

う体
たい

制
せい

が 整
ととの

っていな 

い 

５  介
かい

護
ご

サービスが行
ゆ

き届
とど

いていない ６  病院
びょういん

や福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

の対応
たいおう

に配
はい

慮
り ょ

が足
た

 

りない 

７  一
ひ

人
とり

暮
ぐ

らしの高齢者に情報
じょうほう

が伝
つた

わ 

りにくい 

８ 
 じゃまもの 扱

あつか

いされたり、意
い

見
けん

や 

行動
こうどう

が尊重されない 

９ 
 家
か

庭内
ていない

での看
かん

護
ご

や介
かい

護
ご

において、 

劣悪
れつあく

な環境
かんきょう

や処遇
しょぐう

におかれる 

１０ 
 その他

た

  

 

  （             ） 

（注１）振
ふ

り込
こ

め詐
さ

欺
ぎ

とそれに類
るい

似
じ

する手
て

口
ぐち

の総称
そうしょう

。「オレオレ詐欺」「架
か

空
く う

請
せい

求
きゅう

詐欺」「還
かん

付
ぷ

 

    金
きん

詐欺」等
と う

が含
ふく

まれます。 
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【問１６】 高齢者
こうれいしゃ

の人権
じんけん

を守
まも

るために必
ひつ

要
よう

と思
おも

われることを次
つぎ

の中
なか

から選
えら

んでくださ 

い。（〇は３つまで） 

１ 
高齢者の社会

しゃかい

参画
さんかく

・就
しゅう

業
ぎょう

機
き

会
かい

の 

拡大
かくだい

を図
はか

る 

２ 生
い

きがい対策
たいさく

を充実
じゅうじつ

する 

3 ボランティア団体
だんたい

を育成
いくせい

する ４ 
高齢者に配

はい

慮
り ょ

した防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

対
たい

策
さ く

を 

推進
すいしん

する 

５ 
住居
じゅうきょ

・交通
こうつう

・公的
こうてき

施設
し せ つ

のユニバー

サルデザイン（ 注
ちゅう

１）化
か

を進
すす

める 

6 病院
びょういん

・福
ふく

祉
し

施
し

設
せつ

での対応
たいおう

に配慮す 

る 

７ 介
かい

護
ご

・緊急
きんきゅう

救 急
きゅうきゅう

体制
たいせい

を整
せい

備
び

する ８ 人権
じんけん

相談
そうだん

・電
でん

話
わ

相
そう

談
だん

を充実する 

９ 
高齢者の人権に関

かん

する教育
きょういく

、広報
こうほう

、 

啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進する 

１０ 生涯
しょうがい

教育で高齢者問題
もんだい

の人権教育 

をおこなう 

１１ 
財
ざい

産
さん

保
ほ

全
ぜん

・管
かん

理
り

のための成年
せいねん

後見
こうけん

 

制
せい

度
ど

（注 2）の利
り

用
よう

を支
し

援
えん

する 

１２ 世
せ

代
だい

間
かん

交
こう

流
りゅう

を推進する 

１３ 
体験
たいけん

から得
え

た知識
ち し き

や技
ぎ

術
じゅつ

が生
い

か

せる場
ば

を創
そう

出
しゅつ

する 

１４ 高齢者の見
み

守
まも

り体
たい

制
せい

を充実する 

１５ その他
た

   

       （                              ）  

（注１） 年齢
ねんれい

や障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、はじめからすべての人々
ひとびと

に利
り

用
よう

しやすいように 

設計
せっけい

、デザインすることをいいます。 

（注２） 判断
はんだん

能力
のうりょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

な成人
せいじん

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を法的
ほうてき

に支援することをいいます。 
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５ 障
しょう

がいのある人
ひ と

の人
じ ん

権
けん

に関
かん

する問
もん

題
だい

について 

 

【問１７】 障がいのある人の人権について尊重
そんちょう

されていないと思
おも

うことを次
つぎ

の中
なか

から 

       選
えら

んでください。（〇は３つまで） 

１ 
働
はたら

く場
ば

所
しょ

や機
き

会
かい

が少
すく

なく、条
じょう

件
けん

 

が不
ふ

利
り

なことが多
おお

い 

２ 学
がっ

校
こう

や職
しょく

場
ば

の受
う

け入
い

れ態
たい

勢
せい

が 整
ととの

っ 

ていない 

３ 

道
どう

路
ろ

の段
だん

差
さ

解
かい

消
しょう

やエレベーター設
せっ

 

置
ち

など暮
く

らしやすいまちづくりが 

進
すす

んでいない 

４ 

障がいのある人が罪
つみ

を犯
おか

したとき 

の報
ほう

道
どう

のされ方
かた

が差
さ

別
べつ

を助
じょ

長
ちょう

しか 

ねない 

５ 
スポーツや文

ぶん

化
か

活
かつ

動
どう

などへ気
き

軽
がる

に 

参
さん

加
か

できない 

６ 
テレビ等

と う

の字
じ

幕
まく

や場
ば

面
めん

説
せつ

明
めい

に配慮
はいりょ

 

が足
た

りない 

７ じろじろ見
み

られたり、避
さ

けられた 

りする 

８ 
障がいのある人の意

い

見
けん

や行動
こうどう

が尊
そん

 

重
ちょう

されない 

9 借
しゃく

家
や

等
と う

への入居
にゅうきょ

が困難
こんなん

である １０ 
障がいのある人とその家

か

族
ぞく

に対
たい

す 

る偏
へん

見
けん

がある 

１１ その他
た

 

（                              ） 
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【問１８】 障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

を守
まも

るために必
ひつ

要
よう

と思われることを次
つぎ

の中
なか

から選
えら

ん 

  でください。（〇は３つまで） 

１ 就 職
しゅうしょく

・就
しゅう

学
がく

機
き

会
かい

を確
かく

保
ほ

する ２ 地
ち

域
いき

活
かつ

動
どう

への参
さん

加
か

を進
すす

める 

３ 
住居
じゅうきょ

・交通
こうつう

・公的
こうてき

施設
し せ つ

のユニバーサ 

ルデザイン化
か

を進める 

４ 
障がいのある人が利

り

用
よう

できる福
ふく

祉
し

 

施
し

設
せつ

を充実
じゅうじつ

する 

5 行政
ぎょうせい

による広報
こうほう

・啓発
けいはつ

活動
かつどう

を充実す 

る 

6 借
しゃく

家
や

等
と う

の入居
にゅうきょ

を支援
し え ん

する 

７ 人権
じんけん

相談
そうだん

・電話
でんわ

相談
そうだん

を充実する ８ 
財
ざい

産
さん

保
ほ

全
ぜん

・管
かん

理
り

のための成年
せいねん

後見
こうけん

 

制
せい

度
ど

の利
り

用
よう

を支援する 

９ 
障がいのある人も一緒

いっしょ

に学習
がくしゅう

でき 

る教育
きょういく

環境
かんきょう

を整
せい

備
び

する 

１０ 
障がいのある人に配慮

はいりょ

した防犯
ぼうはん

・

防災
ぼうさい

対策
たいさく

を充実する 

１１ 発達
はったつ

障
しょう

がいなどに関
かか

わる相談体
たい

制
せい

 

を充実する 

１２ 
 その他

た

 

 

（             ） 
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６ 部
ぶ

落
ら く

差
さ

別
べつ

問
もん

題
だい

（同
ど う

和
わ

問
もん

題
だい

）について 

※ 部落差別問題は、被
ひ

差
さ

別
べつ

部
ぶ

落
ら く

や同
どう

和
わ

地
ち

区
く

などと呼
よ

ばれる特
と く

定
てい

の地
ち

域
いき

の出
しゅっ

身
しん

であることや、そ 

こに住
す

んでいることを理
り

由
ゆう

に、結婚
けっこん

を 妨
さまた

げられたり就 職
しゅうしょく

できなかったり、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の中
なか

で 

様
さま

々
ざま

な差
さ

別
べつ

を受
う

けてきた人
じん

権
けん

問
もん

題
だい

をいいます。 

 

【問１９】 日
に

本
ほん

の社会
しゃかい

に部落差別問題（同和問題）などといわれる差別があることを知
し

 

っていますか。（〇は１つだけ） 

１ 知っている                

２ 聞
き

いたことはあるが詳
くわ

しくは知らない 

３ 知らない    （ ⇒ 【問２８】へお進
すす

みください ） 

 

 

 

【問２０】 【問１９】で「１知っている」「２聞いたことはあるが詳しくは知らない」と 

答
こた

えた方
かた

にお聞
き

きします。部落差別問題（同和問題）について初
はじ

めて知った 

のはいつ頃
ごろ

ですか。（〇は１つだけ） 

１ 小学校
しょうがっこう

入学前
にゅうがくまえ

（６歳
さい

未
み

満
まん

） ２ 小学生
しょうがくせい

の頃
ころ

（６歳～１２歳未満） 

３ 中学生
ちゅうがくせい

の頃（１２歳～１５歳未満） ４ 高校生
こうこうせい

の頃（１５歳～１８歳未満） 

５ １８歳～２０歳未満  ６ ２０歳以
い

上
じょう

 

７ はっきりと覚
おぼ

えていない 
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【問２１】 部
ぶ

落
ら く

差
さ

別
べつ

問
もん

題
だい

（同
どう

和
わ

問
もん

題
だい

）を何
なに

（誰
だれ

）から知
し

りましたか。（〇は１つだけ） 

1 家族
か ぞ く

から聞
き

いた ２ 親戚
しんせき

から聞いた  

３ 近所
きんじょ

の人
ひと

から聞いた ４ 職
しょく

場
ば

の人から聞いた 

５ 友人
ゆうじん

や先輩
せんぱい

から聞いた ６ 学校
がっこう

の授業
じゅぎょう

で教
おそ

わった 

７ テレビ・ラジオ・新聞
しんぶん

・本
ほん

などで知

った 

８ 部落差別問題の集会
しゅうかい

や研修会
けんしゅうかい

で知

った 

９ 県
けん

や市
し

町
ちょう

村
そん

の広
こう

報
ほう

紙
し

や冊
さっ

子
し

で知っ

た 

１０ はっきりと覚
おぼ

えていない 

１１ 
その他

た

               

（                          ） 

 

 

【問２２】 あなたは、被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

（同和
ど う わ

地区
ち く

）の成
な

り立
た

ちについて、どのように受
う

け止
と

 

めていますか。（〇は１つだけ） 

１ 人種
じんしゅ

（民族
みんぞく

）がちがう ２ 宗 教
しゅうきょう

がちがう  

３ 生活
せいかつ

が貧
まず

しかった ４ 職 業
しょくぎょう

（仕
し

事
ごと

）がちがう 

５ 歴
れき

史
し

的
てき

につくられた ６ 

その他 

 

（              ） 

 

 

【問２３】 あなたは、今
いま

でも被差別部落（同和地区）出身
しゅっしん

であることを理
り

由
ゆう

にした差
さ

別
べつ

 

や人権
じんけん

侵害
しんがい

（部落差別）があると思
おも

いますか。（〇は１つだけ）  

１ ないと思う ２ あると思う     
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【問２４】  親
した

しく付
つ

き合
あ

っている人
ひと

が被
ひ

差
さ

別
べつ

部
ぶ

落
ら く

出
しゅっ

身
しん

者
しゃ

とわかった場
ば

合
あい

、あなたは 

どうしますか。（〇は１つだけ） 

１ これまでと同
おな

じように付き合う ２ 
表面的
ひょうめんてき

には付き合うが、できるだ 

け付き合いを避
さ

ける 

３ 付き合いをやめる ４ 
その他

た

 

（             ） 

 

 

【問２５】 部
ぶ

落
ら く

差
さ

別
べつ

について、「差別、差別というから、いつまでも差別が残
のこ

るのだ。 

そっとしておけば部落差別は自
し

然
ぜん

になくなる。」という意
い

見
けん

があります。 

この意見に対
たい

してあなたはどう思
おも

いますか。（〇は１つだけ） 

１ そう思う ２ どちらかといえば、そう思う 

３ どちらかといえば、そう思わない    ４ そう思わない 

 

 

【問２６】  あなたが、部
ぶ

落
ら く

差
さ

別
べつ

問
もん

題
だい

で特
と く

に人権上
じんけんじょう

問題
もんだい

があると思われるのはどのような 

ことですか。（○は３つまで） 

１ 結婚
けっこん

問題
もんだい

で周
しゅう

囲
い

が反対
はんたい

すること ２ 就 職
しゅうしょく

の際
さい

や職
しょく

場
ば

において不利
ふ り

な 扱
あつか

 

いをすること 

３ 地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

で不利
ふ り

な 扱
あつか

いをすること ４ 身
み

元
もと

調
ちょう

査
さ

（ 注
ちゅう

１）をすること 

５ 差
さ

別
べつ

的
てき

な発言
はつげん

や行動
こうどう

をすること ６ 差別的な落
ら く

書
が

きをすること 

７ 
インターネットを利

り

用
よう

して差別的な 

情報
じょうほう

を掲載
けいさい

すること 

８ 

その他 

 

（              ） 

（注１） 本籍
ほんせき

、出 生
しゅっしょう

、家
か

庭
てい

環
かん

境
きょう

、国籍
こくせき

、思
し

想
そう

、信条
しんじょう

などについて、本
ほん

人
にん

の知
し

らないところで 

調
しら

べることをいいます。身元調査は、プライバシーの侵害
しんがい

や結婚
けっこん

、就 職
しゅうしょく

での差別など 

人権
じんけん

侵害
しんがい

につながります。 
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【問２７】  あなたは、部
ぶ

落
ら く

差
さ

別
べつ

問
もん

題
だい

を解決
かいけつ

するために、特
と く

にどのようなことが必要
ひつよう

だと

思
おも

いますか。（○は３つまで） 

１ 
部落差別問題に関

かか

わる人
じん

権
けん

相
そう

談
だん

や生
せい

 

活
かつ

相談
そうだん

などを充実
じゅうじつ

する 

２ 人権
じんけん

救済
きゅうさい

策
さ く

を充実する 

３ 
学校
がっこう

や地
ち

域
いき

における人権、同
どう

和
わ

教
きょう

育
いく

 

を推進
すいしん

する 

４ 
広
こう

報
ほう

紙
し

（誌
し

）の発行
はっこう

や人権
じんけん

講演会
こうえんかい

の 

開催
かいさい

など、啓発
けいはつ

を推進する 

５ 
市
し

民
みん

が、部落差別問題について正
ただ

し 

く理
り

解
かい

を深
ふか

めるよう努
ど

力
りょく

する 

６ 
部落差別問題について、自

じ

由
ゆう

な意
い

見
けん

 

交換
こうかん

ができる環境
かんきょう

をつくる 

７ 
差
さ

別
べつ

事
じ

件
けん

に対
たい

しては、行政
ぎょうせい

が積極
せっきょく

的
てき

 

に関
かん

与
よ

し理
り

解
かい

を深
ふか

める 

８ 
部落差別問題については、差別は自

し

 

然
ぜん

になくなるので、そっとしておく 

９ その他
た

 

     （                                    ）  

 

 

 

７ 身
み

元
も と

調
ちょう

査
さ

について 

 

【問２８】 身元調査について、あなたはどのように 考
かんが

えますか。 

（〇は１つだけ）        

１ 
身元調査をすることは当然

とうぜん

のこと 

だと思
おも

う 

２ 
よくないことだと思うが、ある程

てい

度
ど

仕
し

 

方
かた

ないと思う 

３ 差別につながる恐
おそ

れがあるので、 

するべきでない 

４ 

その他 

 

 （               ） 
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【問２９】  阿賀野市
あ が の し

では、「住 民 票
じゅうみんひょう

の写
うつ

し等
と う

の第三者
だいさんしゃ

交付
こ う ふ

に係
かか

る本
ほん

人
にん

通
つう

知
ち

制
せい

度
ど

」（ 注
ちゅう

１）を 

実
じっ

施
し

しています。このことについて、次
つぎ

の中
なか

から該当
がいとう

するものを選
えら

んでくださ

い。（○は１つだけ） 

１ 知
し

っているし、すでに登
と う

録
ろく

している ２  知っているが、登録していない 

３  知らない 
 

（注１） 本人以
い

外
がい

の第三者からの請 求
せいきゅう

によって戸
こ

籍
せき

謄
と う

本
ほん

や住民票の写
うつ

しなどを交付した場
ば

合
あい

に、交付したことを登録
とうろく

した本人に通
つう

知
ち

する制
せい

度
ど

です。 

     近年
きんねん

、職
しょく

務
む

上
じょう

の権
けん

限
げん

を持
も

つ者
もの

が、他
た

人
にん

の戸籍謄本などを不
ふ

正
せい

に取得
しゅと く

して身
み

元
もと

調
ちょう

査
さ

をお 

こない、その情
じょう

報
ほう

を調
ちょう

査
さ

会
がい

社
しゃ

などに売
う

り渡
わた

す事
じ

件
けん

が発
はっ

覚
かく

したことから、不正請 求
せいきゅう

や 

不正取得の防止
ぼ う し

を目的
もくてき

に実施
じ っ し

しています。 

登録を希
き

望
ぼう

される方
かた

は「阿賀野市
あ が の し

役所
やくしょ

 民生部
みんせいぶ

 市民
し み ん

生活課
せいかつか

 市民係
しみんかかり

」までお問
と

い合
あ

わ 

せください。 
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８ 外
がい

国
こ く

籍
せき

住
じゅう

民
みん

の人
じ ん

権
けん

に関
かん

する問
もん

題
だい

について 

 

【問３０】  日本
に ほん

に居住
きょじゅう

する外
がい

国籍
こくせき

の人
ひと

の人権
じんけん

について尊重
そんちょう

されていないと思
おも

うことを次
つぎ

 

の中
なか

から選
えら

んでください。（〇は３つまで） 

１ 
働
はたら

ける場
ば

所
しょ

や機
き

会
かい

が少
すく

なく、不
ふ

利
り

 

な条件
じょうけん

が多
おお

い 

２ 
近隣
きんりん

や地
ち

域
いき

の人
ひと

とのふれあいや、理
り

解
かい

 

を深
ふか

める機
き

会
かい

がない 

３ 
外国籍の人に対

たい

する差
さ

別
べつ

的
てき

な発
はつ

言
げん

 

や行動
こうどう

がある 

４ じろじろ見
み

られたり、避
さ

けられたりす 

る 

５ 
外国籍の人の意

い

見
けん

や行動が尊重さ 

れていない 
６ 借

しゃく

家
や

等
と う

の入
にゅう

居
きょ

が困難
こんなん

である 

7 
その他

た

   

    （                                    ） 

      

 

【問３１】 日本に居住する外国籍の人の人権を守
まも

るために必要
ひつよう

と思われることを次の中

から選んでください。（○は３つまで） 

１ 日
に

本
ほん

人
じん

が外国籍の人の事
じ

情
じょう

を理解 

する 
２ 外国籍の人との交流

こうりゅう

の機
き

会
かい

を増
ふ

やす 

３ 外国籍の人が日本人の 考
かんが

え方
かた

を理 

解する 

４ 外国籍の人が日本の文
ぶん

化
か

や社会
しゃかい

事情
じじょう

 

を理解する 

５ 
日本人・外国籍の人ともお互

たが

いの 

情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

する 

６ 
人権尊重意

い

識
しき

を高
たか

める啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推
すい

 

進
しん

する 

７ 人権
じんけん

相談
そうだん

・電
でん

話
わ

相
そう

談
だん

を充実
じゅうじつ

する 8 

その他  

 

（               ） 
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９ インターネットによる人権
じんけん

侵害
しんがい

について 

 

【問３２】 「インターネットによる人権侵害がおきている」と感
かん

じることを次
つぎ

の      

中
なか

から選
えら

んでください。（○は３つまで） 

１ 他
た

人
にん

を誹
ひ

謗
ぼう

中
ちゅう

傷
しょう

する内容
ないよう

が掲載
けいさい

さ 

れる 
２ 

他人のプライバシーに関
かん

することが 

本人
ほんにん

に無
む

断
だん

で掲載される 

３ 
出
で

会
あ

い系
けい

サイトなど犯罪
はんざい

を誘発
ゆうはつ

す 

る場
ば

となっている 

４ 
わいせつ画

が

像
ぞう

や残虐
ざんぎゃく

な画像など、有
ゆう

 

害
がい

な情報
じょうほう

が発信
はっしん

される 

５ 差
さ

別
べつ

を助長
じょちょう

する表現
ひょうげん

が掲載される ６ 
捜
そう

査
さ

の対
たい

象
しょう

となっている未
み

成
せい

年
ねん

者
しゃ

の 

実名
じつめい

や顔
かお

写真
じゃしん

が掲載される 

７ 
悪質
あくしつ

商法
しょうほう

によるインターネット取
とり

 

引
ひ

きでの被
ひ

害
がい

がおきている   

８ 
その他

た

 

 

（              ） 

     

 

【問３３】 インターネットによる人権侵害をなくすために必要
ひつよう

と思
おも

われることを次の中

から選んでください。（○は３つまで） 

１ 
学校
がっこう

や職
しょく

場
ば

における教育
きょういく

・啓発
けいはつ

を 

徹底
てってい

する 

２ 講演会
こうえんかい

、研修会
けんしゅうかい

等
と う

を開催
かいさい

する 

３ 罰則
ばっそく

を強
きょう

化
か

する ４ 相談
そうだん

・支
し

援
えん

体
たい

制
せい

を充実
じゅうじつ

する 

５ 
利
り

用
よう

者
しゃ

やプロバイダー（ 注
ちゅう

１）に対
たい

 

する教育、啓発活
かつ

動
どう

を推
すい

進
しん

する 

６ 
親
おや

が子
こ

どもに対して家
か

庭
てい

でのインタ 

ーネットの正
ただ

しい利
り

用
よう

方
ほう

法
ほう

を教
おし

える 

７ 

その他 

 

    （                                    ） 

（注１）インターネット接続
せつぞく

業者
ぎょうしゃ

のことをいいます。 
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１０ 新
にい

潟
がた

水
みな

俣
ま た

病
びょう

患
かん

者
じ ゃ

やその家族
か ぞ く

の人
じ ん

権
けん

に関
かん

する問
もん

題
だい

について 

 

【問３４】 新潟水俣病患者（ 注
ちゅう

１）やその家族に関することで、人権上
じんけんじょう

問題
もんだい

があると思
おも

 

われるのはどのようなことですか。（○は３つまで）          

１ 
新潟水俣病患者やその家族に対

たい

し 

て偏見
へんけん

がある 

２ 新潟水俣患者等が十分
じゅうぶん

に救済
きゅうさい

され 

ていない 

３ 
地
ち

域
いき

での日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

、差
さ

別
べつ

的
てき

な言
げん

 

動
どう

をされる 

４ 就 職
しゅうしょく

や職
しょく

場
ば

で不利
ふ り

な 扱
あつか

いをされる 

５ 

新潟水俣病患者等であることを理
り

 

由
ゆう

に結
けっ

婚
こん

を 断
ことわ

ったり、周
しゅう

囲
い

が反
はん

対
たい

 

する 

６ 
救済
きゅうさい

措置
そ ち

や補
ほ

償
しょう

などに対
たい

する妬
ねた

み

による嫌
いや

がらせを受
う

ける 

７ その他
た

      

（                                    ） 

（注１） 平
へい

成
せい

１９年
ねん

２月
がつ

に新
にい

潟
がた

県
けん

が設
せっ

置
ち

した「新潟
にいがた

水俣病
みなまたびょう

問題
もんだい

に係
かか

る懇
こん

談
だん

会
かい

」において、 

「汚染
おせん

された阿賀野
あ が の

川
がわ

の魚介類
ぎょかいるい

を摂取
せっしゅ

したことによって水俣病
みなまたびょう

の症 状
しょうじょう

を有
ゆう

する 

者
もの

については、法律
ほうりつ

に基
もと

づいて水俣病と認定
にんてい

されているか否
いな

かを問
と

わず、水
みな

俣病
またびょう

 

患者
かんじゃ

とする」と定義
て い ぎ

しています。 

 

【問３５】 新潟水俣病患者やその家族の人権を守
まも

るために必要
ひつよう

と思われることを次
つぎ

の 

中
なか

から選
えら

んでください。（○は３つまで） 

１ 相談
そうだん

・支
し

援
えん

体
たい

制
せい

を充実
じゅうじつ

する ２ 
原因
げんいん

・被
ひ

害
がい

状
じょう

況
きょう

について理
り

解
かい

を深
ふか

 

めるための教育
きょういく

、啓発
けいはつ

を推進
すいしん

する 

３ 新潟水俣病患者等の就 職
しゅうしょく

機会
き か い

を確
かく

保
ほ

 

する 

４ 
新潟水俣病患者等のプライバシー 

を保護
ほ ご

する 

５ 
新潟水俣病患者等の生活

せいかつ

（費
ひ

）や治
ち

療
りょう

 

（費
ひ

）を支
し

援
えん

（援助
えんじょ

）する 

６ 新潟水俣病患者等の交流
こうりゅう

の場
ば

を設
もう

 

ける 

７ 
その他 

     （                                    ） 
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１１ 犯
はん

罪
ざい

被
ひ

害
がい

者
し ゃ

やその家
か

族
ぞ く

の人
じ ん

権
けん

に関
かん

する問
もん

題
だい

について 

 

【問３６】 犯罪被害者やその家族の人権について、尊重
そんちょう

されていないとあなたが思
おも

うこ

とを次
つぎ

の中
なか

から選
えら

んでください。（○は３つまで）          

１ 犯
はん

罪
ざい

行
こう

為
い

によって精神的
せいしんてき

な負
ふ

担
たん

を受
う

 

ける 
２ 

報道
ほうどう

関係者
かんけいしゃ

や周
しゅう

囲
い

からプライバシ 

ーを侵害
しんがい

される 

３ 周
しゅう

囲
い

に無
む

責
せき

任
にん

なうわさをながされる ４ 
捜査
そ う さ

や裁判
さいばん

により、心理的
しん りてき

、経済的
けいざいてき

 

負
ふ

担
たん

を強
し

いられる 

５ 
職
しょく

場
ば

、学
がっ

校
こう

などの関
かん

係
けい

者
しゃ

から理
り

解
かい

が 

得
え

られない 

６ 
公
こう

的
てき

相
そう

談
だん

機
き

関
かん

の対応
たいおう

が、犯
はん

罪
ざい

被
ひ

害
がい

者
しゃ

 

に対
たい

して十
じゅう

分
ぶん

でない 

7 その他
た

   

   （                                    ） 

 

 

【問３７】  犯罪被害者やその家族の人権を守
まも

るためには、どのようなことが必要
ひつよう

だと思
おも

い 

ますか。（○は３つまで） 

１ 犯罪被害者やその家族のための相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

を充実
じゅうじつ

する 

２ 犯罪被害者やその家族の人権を守ることの啓発
けいはつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

する 

３ 学校
がっこう

教育
きょういく

、社会
しゃかい

教育
きょういく

を通
つう

じて犯罪被害者等
と う

の権
けん

利
り

を守る教育
きょういく

をおこなう 

４ 犯罪被害者やその家族のための経済的
けいざいてき

援助
えんじょ

をおこなう 

５ 取材
しゅざい

活動
かつどう

や報道
ほうどう

において、犯罪被害者等のプライバシーに配慮
はいりょ

する 

６ 捜
そう

査
さ

や刑
けい

事
じ

裁
さい

判
ばん

において、犯罪被害者等に配慮した対応
たいおう

を徹底
てってい

する 

７ 事
じ

件
けん

に関
かん

してうわさ 話
ばなし

をしないよう地
ち

域
いき

住
じゅう

民
みん

が協
きょう

力
りょく

し合
あ

う 

８ 
その他   

    （                                    ） 
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１２ 人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する講演会
こ う え ん か い

・研修
けんしゅう

等
と う

について 

 

【問３８】  あなたはこれまで、人権問題に関する講演会、研修会に参
さん

加
か

したことがありま

すか。（○は１つだけ） 

１ １０回
かい

以上
いじょう

      ２ ３～９回くらい  

３ １・２回参加した ４ 参加したことはない 

 

 

【問３９】 【問
とい

３８】で「１～３」と答
こた

えた方
かた

にお聞
き

きします。次の人権講演会、研修会の 

うち、参加したことのあるものすべてを選
えら

んでください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１ 県
けん

、市町村
しちょうそん

主催
しゅさい

        ２ 社会
しゃかい

教育
きょういく

団体
だんたい

主催 

３ 職
しょく

場
ば

や職
しょく

域
いき

団
だん

体
たい

主催 ４ 自
じ

治
ち

会
かい

や女
じょ

性
せい

活
かつ

動
どう

団
だん

体
たい

主催 

５ 人権
じんけん

団体
だんたい

主催 ６ 学校
がっこう

やＰTA 主催 

７ その他
た

   

       （                                    ） 

 

 

【問４０】 【問３８】で「４参加したことはない」と答えた方にお聞きします。人権講演

会、研修会に参加したことがない理
り

由
ゆう

を次
つぎ

の中
なか

から選んでください。 

       （あてはまるものすべてに○） 

１ 開催
かいさい

を知
し

らなかった      ２ 身
み

近
じか

なところでの開催がなかった 

３ 時
じ

間
かん

がなかった ４ 人権問題に興
きょう

味
み

がない 

５ 人権問題はよく知っている      ６ 特
と く

に理
り

由
ゆう

はない 
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【問４１】 今
こん

後
ご

、人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

する研
けん

修
しゅう

等
と う

であなたが必要
ひつよう

と思
おも

うテーマ（内容
ないよう

）を次
つぎ

の中
なか

    

       から選
えら

んでください。（あてはまるものすべてに○） 

１ 女性
じょせい

の人権 ２ 子
こ

どもの人権 

３ 高齢者
こうれいしゃ

の人権 ４ 障
しょう

がいのある人
ひと

の人権 

５ 部
ぶ

落
ら く

差
さ

別
べつ

に関
かん

する人権 ６ 在日外
ざいにちがい

国籍
こくせき

住 民
じゅうみん

の人権 

７ インターネットによる人権侵害
しんがい

 ８ 新潟
にいがた

水俣病
みなまたびょう

患者
かんじゃ

やその家
か

族
ぞく

の人権 

９ 犯
はん

罪
ざい

被
ひ

害
がい

者
しゃ

やその家族の人権       １０ 
刑
けい

を終
お

えて出
しゅっ

所
しょ

した人
ひと

やその家族の 

人権 

１１ 北朝鮮
きたちょうせん

による拉致
ら ち

被害者
ひがいしゃ

やその家族 

の人権     

１２ 
東

ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

に起
き

因
いん

する差別や偏
へん

 

見
けん

等の人権侵害 

１３ 性的
せいてき

少数者
しょうすうしゃ

の人権 １４ ハンセン病
びょう

患者
かんじゃ

等の人権 

１５ ＨⅠＶ感染者
かんせんしゃ

やエイズ患者の人権 １６ アイヌの人たちの人権 

１７ その他
た

   

       （                                    ） 

 

 

【問４２】  人権問題に関する研修や講演等について、どの機
き

関
かん

の実
じっ

施
し

を希
き

望
ぼう

されますか。 

次の中から選んでください。（○は３つまで） 

１ 県
けん

、市
し

町
ちょう

村
そん

主
しゅ

催
さい

        ２ 社会
しゃかい

教育
きょういく

団体
だんたい

主催 

３ 職
しょく

場
ば

や職域
しょくいき

団体
だんたい

主催 ４ 自
じ

治
ち

会
かい

や女性
じょせい

活動
かつどう

団体
だんたい

主催 

５ 人権
じんけん

団体
だんたい

主催 ６ 学校
がっこう

やＰTA 主催 

７ 

その他   

 

       （                                    ） 
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【問４３】 人権
じんけん

教育
きょういく

について、どこが進
すす

めるべきか次
つぎ

の中
なか

から選
えら

んでください。 

（○は１つだけ） 

１  学校
がっこう

 ２  家
か

庭
てい

 

３ 行
ぎょう

政
せい

 ４  地
ち

域
いき

社
しゃ

会
かい

 

５ 
その他

た

  

  

       （                                    ） 

  

  

【問４４】 小
しょう

・中
ちゅう

・高等
こうとう

学校
がっこう

で人権、同
どう

和
わ

教育をおこなうことについてどう思
おも

いますか。

次の中から選んでください。（○は１つだけ） 

１ 積極的
せっきょくてき

におこなうべき ２ ほどほどにすべき 

３ あまりやらない方
ほう

がよい        ４ やるべきではない 

５ 

その他  

 

       （                                    ） 
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１３ 人権
じんけん

問題
もんだい

に関
かん

するご意見
い け ん

・ご要
よ う

望
ぼ う

について 

 

【問４５】  さまざまな人権問題について、かねてから 考
かんが

えておられること、また、国
くに

や 

新潟県
にいがたけん

、阿賀野市
あ が の し

に対
たい

するご意見・ご要望がありましたら、お聞
き

かせくださ

い。 

 

                                         

                                                                        

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                       

                                                                        

 


